
見
解
書
の
提
出

第　
　

条

意
見
書
の
提
出

第　
　

条

意
見
の
提
示

見
解
書
の
公
表

第　
　

条

第　
　

条

　
　
　

開
催
要
請

調
整
会

　
　
　

第　
　

条

報
告
書
の
公
表

第　
　

条

助
言

第　
　

条

第　
　

条

助
言
の
公
表

61 63 64 64

調
整
会
開
催
請
求

第　
　

号
様
式

第　
　

条

61 40

１週間以内 １週間以内 １週間以上 １週間以内

２週間以内

２週間以内

届
出
の
公
表

第　
　

条

情
報
提
供

第　
　

条

関
係
各
課

　
　
　
　
　

対
応
の
記
入

各
課
協
議
書
の
作
成

各課協議

協
議
書
の
提
出

協
議
終
了
の
通
知
・
協
定
の
締
結

協
議
申
請
書
の
公
表

第　
　

条

第　
　

条

第　
　

号
様
式

第　
　

条

（法 32 条の

　　　協議含む。）

　
　
　
　

法　
　

条
開
発
許
可
申
請
な
ど

建
築
確
認
申
請

施
工

完
了
検
査

第　
　

条

完
了
検
査
終
了
の
通
知
第　
　

条

手
続
終
了

近
隣
関
係
住
民

ま
ち
づ
く
り
委
員
会

　
　
　
　

協
議
申
請

開
発
事
業
に
係
る

第　
　

号
様
式

第　
　

条

開
発
基
本
計
画
の
届
出

第　
　

号
様
式

第　
　

条

　
　

の
届
出

標
識
設
置

第 
 
 

　
　

号
様
式

 
 

第　
　

条

説
明
会
の
開
催

第　
　

条

説
明
会
の
報
告

第　
　

号
様
式

第　
　

条

標
識
設
置

第　
　

条

第　
　

号
様
式

第　
　

条　
　 第　

　

条

40 40

40 24

41 25
41

26

42 42 28

43

45

45

45
44

43

46

47

59
59

46 29 3046

　
　
　
　
　

の
公
表

協
議
終
了
の
通
知

第　
　

条

47

29

調整会
第 62 条

報
告63

第

条

工
事
着
手
届

第　
　

号
様
式

第　
　

条

58 34

工
事
完
了
届

第　
　

号
様
式

第　
　

条

59 35

大規模開発事業・一般開発事業の手続フロー　

29

大規模開発事業及び一般開発事業の手続

建築確認申請、
29 条の開発許可申請等
法定手続の
45 日前までに提出 ※

開発基本計画
　の届出から
　１週間以内

標識設置から
１週間以内

説明会開催の
１週間前まで
　

説明会開催後
１週間以内

写しは
速やかに送付

意見の提出
・提示は説明会後
　２週間以内

（
窓
口　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

　
　
　
　

市

意見書・見解書
　の公表から
　　２週間以内

※　計画に変更の場合のある場合は、届出が必要です。

※　建築確認申請又は開発許可申請等を必要としない開発事業は工事着手の 45 日前までに届出が必要です。

　
　

一
般
開
発
事
業
者

大
規
模
開
発
事
業
者
及
び

C

報
告
書
の
公
表
第　
　

条

42

第　
　

条

48

　
　

見
解
書
の
写
し
送
付

近
隣
関
係
住
民
へ
の

　

開発基本計画の届出前に
関係各課での事前調査を
お願いします。

　
　
　

開
催
通
知

説
明
会
の

第　
　

条

42

　
　

意
見
書
の
写
し
送
付

近
隣
関
係
住
民
か
ら
の

　

27
・

写しは
速やかに送付

建築確認、法 29 条開発許
可は協議終了の通知を交
付後に申請してください。

建物は完了検査終了の通知
の交付後、使用開始できます。

開発事業に係る協議は

　意見書の提出がなかった場合→説明会後２週間以上経過後
　調整会の開催請求がなかった場合→見解書公表後２週間以上経過後
　調整会が開催された場合→調整会報告の公表後
　　　　　　　　                    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　に申請することができます。

第　
　

号
の　
　

様
式

23

2


